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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

 2020年６月26日に提出した第99期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に

誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

４ コーポレート・ガバナンスの状況等 

(4）役員の報酬等 

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 

 

３【訂正箇所】

 訂正箇所は＿＿＿を付して表示しています。

 

第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 

  （訂正前） 

（省略） 

取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2018年６月28日であり、決議の内容は、「取締

役の報酬額を年額４億７千万円以内（うち社外取締役６千万円以内、員数15名）とし、執行役員

を兼務しない者を除いた取締役については、上記報酬額とは別に株式報酬として１年当たりの上

限額に相当する金額である80百円を支給する（員数９名）」こととしています。監査役の報酬に

関する株主総会の決議年月日は、2004年６月29日であり、決議の内容は、「監査役の報酬額を月

額７百万円以内とする（員数５名）」こととしています。 

（省略） 

 

  （訂正後） 

（省略） 

取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2018年６月28日であり、決議の内容は、「取締

役の報酬額を年額４億７千万円以内（うち社外取締役６千万円以内、員数15名）とし、執行役員

を兼務しない者を除いた取締役については、上記報酬額とは別に株式報酬として１年当たりの上

限額に相当する金額である80百万円を支給する（員数９名）」こととしています。監査役の報酬

に関する株主総会の決議年月日は、2004年６月29日であり、決議の内容は、「監査役の報酬額を

月額７百万円以内とする（員数５名）」こととしています。 

（省略） 
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